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回 答 書 

令和５年７月２８日 

 

申請施設名称   桶川市図書館                            

項  目 

 

質問事項 回   答 

【募集要項】 

４．管理に要する経費 

（３）管理口座と区分整理 

「本事業に係る収入及び経

費については、独立した口

座で管理してください。」 

本社一括の契約や一括支払い

となるもの（機器のリース契約

等）があり、独立した口座のみ

ですべての収支を管理するの

は経理システム上難しいため、

本社の支払い口座に移して管

理しております。これまで通り

の運用でよろしいでしょうか。 

収支報告書は桶川市図書館と

してまとめて報告します。 

独立した口座での管理が望まし

いですが、難しい場合は、指定管

理者と教育委員会で対応を協議

するものとします。 

【業務仕様書】 

Ⅲ 図書館の施設・設備等

の維持管理に係る業務 

５ 安全・危機管理業務 

(2) 要求水準 ⑤坂田図書

館の防火・防災管理業務  

ア 坂田図書館には、防火

管理者を選任し、坂田図書

館の消防計画を作成するな

ど防火管理業務を行うこ

と。 

現在、坂田図書館では、桶川消

防署と協議の上、公共棟から１

名防火管理者を立てることに

なっており、コミュニティセン

ターの職員が防火管理者を担

っていただいておりますが、今

後も同じ運用で良いでしょう

か。 

公共棟の防火管理者の選任につ

いては、消防署とも調整の上、コ

ミュニティセンター、図書館指定

管理者および教育委員会の協議

により決めるものとします。 

ただし、図書館指定管理者からも

防火管理者の選任が可能な人員 

配置を行ってください。 

【仕様書資料１】 

業務マニュアル 

２ 登録業務 

(2) 再発行 

「利用券再発行申込書」 

(3) 登録事項変更 

 「登録事項変更届」 

(5) 除籍 

 「登録事項変更届」 

(6) パスワード発行 

 「パスワード交付申請書」 

(7) Felica登録 

 「Felica 登録申請書」 

左記(1)～(7)までの各種申込

書、申請書は、現在は教育委員

会との協議によって、「図書貸

出申込書」の 1枚で運用してい

ます。 

継続利用としてよろしいでし

ょうか。 

 

様式は任意のものを使用してか

まいません。 
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回 答 書 

令和５年７月２８日 

 

申請施設名称   桶川市図書館                            

項  目 

 

質問事項 回  答 

【仕様書資料 1】 

業務マニュアル  

8 雑誌 

(1) 受入業務 ②装備 

オ 雑誌に付けない付録

（カレンダー、手帳など）

はおはなし会等の行事の

際の景品として活用する 

雑誌に付けない付録は、桶川市様

との協議により、雑誌の保管期限

を過ぎたら破棄することになりま

した。その運用を継続することで

よろしいでしょうか。 

現在の運用を継続して差し支えあ

りません。 

【仕様書資料 1】 

業務マニュアル  

9 新聞 

(1)処理の流れ ①朝刊 

エ 広告は、廃棄する。

ただし、求人広告は、1部

閲覧用とし、残りは配布

用として配架する。 

広告は、桶川市様との協議により、

１部閲覧用とし、残りは配布せず、

廃棄することになりました。その

運用を継続することでよろしいで

しょうか。 

現在の運用を継続して差し支えあ

りません。 

【仕様書資料 1】 

業務マニュアル  

12 資料の弁償 

(2) 弁償手続き ①申し出 

ウ 弁償の申し出は「図

書館資料紛失・汚損・き

損届」により受付 

現在弁償の申し出は「弁償届」と

なっていますが、その運用を継続

することでよろしいでしょうか。 

様式は任意のものを使用してかま

いません。 

【仕様書資料 1】 

業務マニュアル  

12 資料の弁償 

(2) 弁償手続き ③弁償

後の処理 

イ 汚破損した資料を本

人に渡す場合は、バーコ

ード及び請求記号を切り

取ること。 

弁償後の処理は、桶川市様との協

議により、バーコードと請求記号

は切り取らず、請求記号はそのま

まで、バーコードは上から「リサ

イクル」のスタンプを押していま

す。その運用を継続することでよ

ろしいでしょうか。 

現在の運用を継続して差し支えあ

りません。 
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回 答 書 

令和５年７月２８日 

 

 

申請施設名称   桶川市図書館                            

 

下記のとおり質問事項がありましたので回答いたします。 

項  目 

 

質問事項 回   答 

【仕様書資料 2】 

桶川市図書館複写サービ

ス事務取扱細則 付則 

この細則は、令和５年４

月３日から施行する。

（別表） 

令和５年４月３日からの施行で、

別表に記載されている図書、雑誌、

新聞、地図、楽譜・歌詞、写真・

絵画・図表・カット等、全ての条

件を適用すると考えてよろしいで

しょうか。 

お見込みのとおりです。 

【仕様書資料５】 

Ⅱ及びⅢの保守業務につ

いて 

保守業務委託契約は、それぞれ記

載のメーカーの業者に限定されま

すでしょうか 

各機器のメーカー以外の業者であ 

っても、適切な保守業務が可能で 

ある場合は、その業者と保守業務 

委託契約を行っても差し支えあり 

ません。また、該当の機器自体の 

入れ替えを行った場合も同様の取 

り扱いとします。 

 

【募集要項】ｐ15 12 

（６）留意事項 ①キ 

 

「提出書類一式を（略）フラット

ファイルに綴り、ページ番号を付

し」とありますが、 

ページ番号は「申請者に関する書

類」（３）業務に関する書類①桶川

市図書館指定管理者事業計画書

（様式３）のみに 

付すということでよろしいでしょ

うか。 

お見込みのとおりです。 

 


